
防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行令の一部を改正する政令案要綱

１ 国の補助の対象となる施設の規定の整備

（１）防音工事の対象となる施設から、こども家庭センターを削る （第七条第三号。

関係）

（２）民生安定施設の範囲を見直し、当該民生安定施設に係る補助の割合を定める。

（第十二条の表関係）

２ 施行期日等

（１）この政令は、公布の日から施行する （附則第一項関係）。

（２）この政令の経過措置について定める （附則第二項関係）。


